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令和３年１０月

あいさいこども園(保育所部) 

入園・転園希望の保護者 様 

芦屋市こども・健康部 

子育て施設担当課長 茶嶋 奈美 

子育て施設整備担当課長 伊藤 浩一 

あいさいこども園開園延期について(お知らせ)

 平素は，本市教育保育行政にご協力いただきありがとうございます。 

 さて，先日「あいさいこども園開園時期について（お知らせ）」のご案内でお知ら

せいたしましたとおり，あいさいこども園の開園時期の見込み及び開園までの間の保

育実施方法について検討を行っております。現時点における予定を下記のとおりお知

らせいたします。 

 ご迷惑をお掛けいたしますが，ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 

記 

１ 認定こども園開園時期について 

  開園時期が２か月程度遅れる見込みとしておりましたが，認可手続きの関係上，

開園が令和５年４月となる場合がございます。 

２ 今後の見込みと開園までの間の保育について（予定） 

時期 内容 

令和４年４月～ 

     ５月 
 翠ケ丘保育園（翠ケ丘町２０－１）で保育実施 

令和４年５月 

   中旬ごろ 
 建設中のあいさいこども園園舎完成 

令和４年６月～ 

保育場所 

 あいさいこども園園舎 

※下記の開園の時期に関わりなく，あいさいこど

も園園舎を活用した保育を行います。 

在 籍 園 

 在籍園は次のいずれかとなります。 

① 開園が令和４年６月となった場合， 

  あいさいこども園に在籍 

② 開園が令和５年４月になった場合， 

  翠ケ丘保育園に在籍 

※ なお，あいさいこども園開園時点で翠ケ丘保育園に在籍する園児は，自動的にあ

いさいこども園の在籍となり，あいさいこども園で保育を行うこととなります。 
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３ 必要手続き 

  あいさいこども園への入園を希望される場合は， 

   ・ あいさいこども園の開園が１年間遅れる場合があること 

   ・ 開園までの間，翠ケ丘保育園として在籍し，保育が行われること 

  をご了承いただき次のとおり，手続きをお願いいたします。 

申し込み状況 手続き 

これから申込みを行

う場合 

 「利用を希望する施設名」の園名欄に「翠ケ丘保育園」

とご記入ください。 

すでに申込み済みの

場合 

 下記に該当する場合は，令和３年１１月５日（金）まで

に子育て推進課入所係（３８－２１２８）まで，ご連絡を

お願いいたします。 

・ 「あいさいこども園」の希望を削除する場合 

・ 「あいさいこども園」の希望を削除し，新たな施設を

追加・順位変更する場合 

・ 「あいさいこども園」の希望順位を変更する場合 

・ 新たに「あいさいこども園」の希望を追加する場合 

※ なお，記載済のあいさいこども園に係る入園希望について希望・順

位の変更がない場合は，本市において「あいさいこども園」を「翠ケ

丘保育園」と読み替えますので連絡は不要です。 

４ その他 

  令和４年４～５月の翠ケ丘保育園の定員数は，現在の定員数（５６人）を基準に

検討しております。なお，建設中のあいさいこども園園舎完成後は，当初予定の定

員数（１２０人）への変更で検討しております。 

  また，あいさいこども園の開園時期，開園までの間の保育方法等に変更があった

場合は，ホームページ等でできる限り早急にお知らせするよういたします。 

                                  以 上  

(裏面) 

芦屋市役所こども・健康部子育て推進課

入所に関すること：入所係 

電話番号 0797-38-2128 

施設整備に関すること：施設整備係 

電話番号 0797-38-2180 


